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白井市教育委員会会議録 

 

○会議日程 

 令和７年３月２１日（金） 

 白井市役所東庁舎３階会議室３０２、３０３ 

 １．教育長開会宣言 

 ２．会議録署名人の指名 

 ３．議決事項 

   議案第１号 白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第２号 白井市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第３号 令和７年度白井市教育費補正予算（第１号）案について 

 ４．報告事項 

   報告第１号 令和６年度末及び令和７年度白井市小中学校職員人事異動について 

 ５．教育長閉会宣言 

                                              

○出席委員等 

   教 育 長  井上 功 

   委   員  齊藤 豊 

   委   員  中里 敏康 

   委   員  松田 加奈子 

   委   員  久保 利枝 

○欠席委員等 

   な し 

                                              

○出席職員 

   教育部長          榛沢 宏一 

   教育部参事         大高 一穂 

   教育総務課長        落合 一矢 

   生涯学習課長        西口 武雄 

   文化センター長       髙花 宏行 

   書   記         中村 妃佐 

   書   記         原川 楓乃 

午後２時００分 開 会 

     ○教育長開会宣言 

○井上教育長 ただいまより令和７年第１回白井市教育委員会臨時会を開会します。 

 本日の会議について、事務局より説明をお願いします。 

○事務局 それでは初めに、出席者数を御報告いたします。 

 本日の出席委員数は、５人全員ですので、会議は成立です。 
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 本日の議題は、お手元の議事日程のとおりです。 

                                              

     ○会議録署名人の指名 

○事務局 日程２、会議録署名人は、教育長より事前に齊藤委員、中里委員が指名されております。

よろしくお願いいたします。 

                                              

     ○非公開案件について 

○事務局 次に、非公開案件について、報告第１号 令和６年度末及び令和７年度白井市小中学校職

員人事異動については、白井市情報公開条例第９条第１項第７号に該当する案件であることから非公

開とすることをお諮りしたいと思います。 

 委員の皆さん、いかがでしょうか。 

〔「はい」と言う者あり〕 

○事務局 では、出席委員全員の賛成をいただきましたので、報告第１号は非公開となります。 

 これより議事に入ります。 

 本日の議事進行は、教育長にお願いいたします。 

○井上教育長 それではこれより、議事の進行を行います。 

                                              

     議案第１号 白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について 

○井上教育長 日程３からです。 

 議案第１号 「白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規則の制定について」、これを議

題といたします。 

 提案について、事務局より説明をお願いします。 

○落合教育総務課長 それでは、議案第１号 「白井市教育委員会行政組織規則の一部を改正する規

則の制定について」御説明させていただきます。 

 本案は、令和７年度白井市行政組織再編等に伴う規則の一部を改正するため提案するものでござい

ます。 

 ２ページに、議案第１号資料として、新旧対照表がございますので御覧ください。 

 表の右側が現行の規則で、左側が改正案となっております。改正部分を新旧対照表を見ながら御説

明させていただきます。 

 第１３条、部等の設置の表中の教育支援課で、現行では「支援班」となっている部分を「支援係」

に改正し、第２１条の文化センターのうち、第２項第２号の現行では「会館係」を改正では「会館班」

へ改正するものでございます。 

 この改正に伴いまして、２ページから６ページにかけての別表１の３ページ、教育支援課の「支援

班」を「支援係」、また、５ページの白井市文化センターの「会館係」を「会館班」に改正するもの

でございます。 

 戻りまして、３ページ、４ページを御覧ください。 

 ３ページの一番下に教育支援課がございます。令和７年度の新規事業といたしまして、中学生平和

使節団の派遣に係る事務が、教育支援課支援係へ追加となることに伴い、４ページの表の左側、真ん
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中より少し上の２３号に、中学生平和使節団に関することを加えます。そして、現行の２３号と２４

号をそれぞれ、２４号と２５号にずらし、改正をするものでございます。 

 なお、この規則につきましては、令和７年４月１日から施行となります。 

 以上で議案第１号の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○井上教育長 ありがとうございました。 

 それでは、御質問等がありましたらお願いします。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第１号についてお諮りします。 

 議案第１号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第１号については、原案のとおり決定いたします。 

                                              

     議案第２号 白井市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則の制定について 

○井上教育長 続きまして、議案第２号 「白井市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則

の制定について」を議題といたします。 

 提案理由について、事務局より説明をお願いします。 

○大高教育部参事 それでは、議案第２号 「白井市学校給食センター管理規則の一部を改正する規

則の制定について」御説明いたします。 

 本案は、白井市立小学校及び中学校の学校給食費について、保護者の経済的負担軽減を図るため、

令和７年４月から、新たに中学生の給食費無償化及び引き続き小学生の給食費値上げ分の公費負担を

実施するため、規則の一部を改正するものです。 

 資料の１、２ページを御覧ください。 

 白井市学校給食センター管理規則の一部を改正する規則となります。 

 ３ページからは、資料として新旧対照表を添付しております。そちらを御覧ください。 

 改正案第９条については、令和７年４月から実施する中学生の給食費無償化に伴い、新たに学校給

食費の免除について規定するもので、併せて他の制度の利用者を無償化の対象外とするための要件を

規定するものです。 

 改正案第１０条は、納付方法についての規定であり、学校給食費については、口座振込みの方法に

より納付することとしていますが、中学生の給食費無償化に伴い、例外規定を設けるとともに、その

他所要の改正を行うものです。 

 第９条の新設に伴い、現行の第１０条は第１１条に、現行の第１１条は第１２条に、１条ずつ繰り

下げを行うものです。 

 附則第２項は、給食費の特例についての規定であり、小学生の給食費について、当分の間５，００

０円を４，５００円とするための改正を行うものです。 

 資料２ページに戻ります。 

 附則として、この規則は、令和７年４月１日から施行するものです。 

 以上で議案第２号の説明を終わります。 
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○井上教育長 ありがとうございました。 

 議案第２号につきまして、御質問がありますでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第２号についてお諮りします。 

 議案第２号について、原案のとおり決定することに御異議はございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第２号については、原案のとおり決定いたします。 

                                              

     議案第３号 令和７年度白井市教育費補正予算（第１号）案について 

○井上教育長 続きまして、議案第３号 「令和７年度白井市教育費補正予算（第１号）案について」

議題といたします。 

 提案理由について、事務局より説明をお願いします。 

○落合教育総務課長 それでは、議案第３号 「令和７年度白井市教育費補正予算（第１号）案につ

いて」御説明いたします。 

 本案は、令和７年第１回白井市議会定例会で提案する予算案について、議会の議決を要するため、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、市長から意見を求められたことか

ら、教育委員会議に諮るものでございます。 

 次のページ、歳出予算表をご覧ください。 

 生涯学習課、９款４項１目社会教育費、社会教育総務費、補正額６１６万円の増額につきましては、

放課後子ども教室運営委託料を計上するものでございます。 

 以上が議案第３号の御説明になります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○井上教育長 それでは、議案第３号につきまして、御質問がありましたらお願いします。 

○齊藤委員 補正理由を説明してください。 

○西口生涯学習課長 お答えします。 

 令和７年度放課後子ども教室事業運営業務委託料について、令和７年度に市内４校で放課後子ども

教室事業を委託するに当たり、令和７年度当初予算で計上したところですが、事務誤りにより２校分

の予算計上が漏れていました。これは年度当初から始めなければいけない業務ですので、今議会で補

正予算という形で対応させていただくため、今回提案するものであります。 

 以上です。 

○齊藤委員 年度末でよかったと思います。ありがとうございました。 

○井上教育長 ほかにございますか。 

 よろしいですか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第３号についてお諮りいたします。 

 議案第３号について、原案のとおり決定することに御異議ございませんでしょうか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○井上教育長 それでは、議案第３号については、原案のとおり決定させていただきます。 
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非公開案件     報告第１号 令和６年度末及び令和７年度白井市小中学校職員人事異動につい

て 

○井上教育長 以上で本日の議案は終了いたします。 

 この後の進行は事務局にお返しいたします。 

○事務局 井上教育長、ありがとうございました。これより事務局が進行を行います。 

                                              

     ○教育長閉会宣言 

○事務局 日程５、閉会宣言。 

 井上教育長、お願いいたします。 

○井上教育長 以上をもちまして、令和７年第１回白井市教育委員会臨時会を閉会いたします。 

 お疲れさまでございました。 

午後２時２１分 閉 会 


